
資料①
令和元年度の取組について(報告)

令和元年度の取組について(報告)

H31.4.1
和歌山県における空家等相談体制の整備充実に関する協定(更新)
7団体→9団体へ

R1.8.26
実務者連絡会議の開催

R1.10.11
専門部会：課題検討部会の開催

R1.11.24
空き活フェアにて相談会の実施

R2.1.17
専門部会：課題検討部会(第2回)の開催

R2.1.30
総合相談員研修会の開催

年間6回×7会場(偶数月第2火曜日)
空き家なんでも相談会の開催

専門部会(第2回)

１．年間の取組結果



令和元年度の取組について(報告)

H30空き家なんでも相談会件数

10月9日 12月11日 2月12日 地域合計

和歌山会場 14 16 5 35
伊都会場 2 0 3 5
那賀会場 8 3 2 13
有田会場 8 9 9 26
日高会場 2 6 2 10
西牟婁会場 9 10 8 27
東牟婁会場 9 7 9 25

回合計 52 51 38 141

Ｒ1 空き家なんでも相談会件数

4月9日 6月11日 8月13日 10月8日 12月10日 地域合計 全合計

和歌山会場 9 8 9 11 7 44 79
伊都会場 2 0 6 1 1 10 15
那賀会場 1 1 4 3 2 11 24
有田会場 0 1 4 0 1 6 32
日高会場 0 1 7 2 0 10 20
西牟婁会場 2 5 3 6 3 19 46
東牟婁会場 1 2 4 5 2 14 39

回合計 15 18 37 28 16 0 114 255

２．空き家なんでも相談会の実績

和歌山会場

３．R2.1.30 総合相談員研修会の開催( in紀美野町)

令和元年度の取組について(報告)

〇参加者９名(建築士・司法書士)
お互いの空き家対策に関連する業務内容

を紹介・実施する形で研修

〇空き家現地調査(約90分)
・現地調査
・担当は建築士
①インスペクション調査
②図面作成
③耐震改修調査

〇相続手続き勉強会(約60分)
・司法書士和田様より
「相続の流れ、手続き」について研修
・質疑等



令和元年度の取組について(報告)
〇空き家現地調査

建築士会連合会HP 既存住宅インスペクションにかかる資料を利用

http://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/news/2012-06-19.html
・国土交通省現況検査チェックシート（木造（鉄筋造も含む）・戸建住宅）DL
・住まいのメンテナンス参考スケジュール用紙DL

平面図書き起こし
調査結果シート

令和元年度の取組について(報告)

〇相続手続き勉強会

講師：和歌山県司法書士会 和田佳人

相続手続きについて
＜相談の中で、気をつけていただきたいところ。＞
「相談者から亡父・子・兄弟名義の不動産があり、売却をしたいと。どうすればいいのか。」

１．法定相続分について
２．相続についての戸籍謄本類を収集したい。
３．相続登記をしたい。
４．関係人から印鑑をもらえない場合
５．その他近隣関係等（登記名義人が亡くなっている場合。）

相関図例



資料②

特定空家等の判断基準改定案について

議題１ 特定空家等の判断基準改定案について

前回第8回協議会に提出した改定案への意見

(市町村意見)
・単純に特定空家等の範囲が拡がるだけでは、市町村の取り組むべき優先順位が不明
瞭となる。
・避難路沿等は、加点するというように独自基準をつくっている。
・特定空家等の判断をより柔軟性を持たせられるように改定したほうが良いのでは。

(委員意見)
・空き家対策を要望する住民側と、自治体が持っているリソースを適切に必要な所から
配分していくバランスが必要

・何事にも例外はあるので、現行基準を基準としたのであっても、例えばこういう場合は
例外的に見ることができる等の対応が必要ではないか

(オブザーバー意見)
・特定空家等と認定される所有者にはリスクがあるので客観性が大事ではないか
・基準は参考としているので市町村がどういった方針で取り組むのかが重要ではないか



議題１ 特定空家等の判断基準改定案について

空家法第1条 (目的の概要)
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・
身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要

今回改定案のポイント(改定案３)
・市町村の独自基準を妨げないことの説明を修正
・現行基準の手続きは変更しない
・個別項目について危険性に応じた判定を行うことができるよう修正

【改訂案の内容】
①取り扱い
現行：各市町村が要件を付加することを妨げるものではありません。
変更：各市町村が定める要件を妨げるものではありません。
(理由)判定基準は最低基準としているものではないため、単に市町村の要件を認める表
現に修正

②判定表「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
現行：判定基準と同等と判断できる場合はそれぞれA・B・Cランクを選択できるものとする。
変更：地域住民の生命等に危害を与えるおそれのある状態が確認できる場合はそれぞ
れCランクを選択できるものとする
(理由)現行表現では実務上の判断が難しいこと、また選択の目的を明確化するため、危
険性に応じてCランクへの個別判断を可能とした。



和歌山県空家等対策推進協議会　作成

　特定空家等の判定票

造

１　特定空家等の判定
　(1)　そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

（1）

（2）

（3）

（4） 50

（5） 50

（6） 50

（7） 50

（8） 50

（9）

（10） 50

（11） 20

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

＊適宜、塀などとの関係性も確認する

※ 擁壁(15)～(17)についてのみCランクがある場合は,劣化の状況など総合的な評価により判定してください。

判定区分特定空家等の判定結果

非該当

非該当

　不良度（低）
　影響度（高）(中）

判定にＣランクがあるもの※ 該当

　その他 非該当

　影響度(低）

影響度の判定結果

隣地側離れ （大） 影響度（低） 影響度（中） 影響度（高）

特定空家等の判定

　不良度（高）
　影響度(高）（中） 該当

影響度（低）

隣地側離れ （中） 影響度（中） 影響度（中） 影響度（高）

隣地側離れ （小） 影響度（高） 影響度（高） 影響度（高）

L＞概ね5ｍ 概ね3ｍ≦L≦概ね5ｍ L＜概ね3ｍ

3階建以上 L＞概ね10ｍ 概ね6ｍ≦L≦概ね10ｍ L＜概ね6ｍ

道路側離れ（大） 道路側離れ（中） 道路側離れ（小）

不良度の判定結果 　評定合計値
　100点以上 　不良度(高）

　100点未満

概ね3ｍ≦L≦概ね5ｍ L＜概ね3ｍ

3階建以上 L＞概ね10ｍ 概ね6ｍ≦L≦概ね10ｍ L＜概ね6ｍ

　不良度（低）

離れ（大） 離れ（中） 離れ（小）

敷地境界からの離れ

（1） 隣地境界と建築物（＊）の離れ（最短距離）（Ｌ＝　　　　　　ｍ）
2階建以内 L＞概ね5ｍ

（2） 公衆用道路と建築物（＊）の離れ（最短距離）（Ｌ＝　　　　　　ｍ）
2階建以内

設置有 詰まり 設置無

合計（基礎点合計＝510点）

不良度の判定

擁
壁

擁壁が老朽化し
危険となる

おそれ
擁壁

擁壁表面への水のしみ出し・流出の有無 10 なし 湿り 流出

門又は塀 門・塀の腐朽・破損・脱落等の有無 10 なし 部分的 過半

ひび割れ等の有無 10 なし 使用限界 損傷限界

水抜き穴の詰まり・設置の有無 10

屋外階段又は
バルコニー

屋外階段・バルコニーの腐朽・破損・脱落等
の有無

10 なし
あり

（落下危険
性 低）

あり
（落下危険

性 高）

開口部（窓ガラス等）の割れ・破損等の有無 なし 部分的 過半

看板，給湯
設備，屋上

水槽等

看板・給湯設備・屋上水槽等の破損・脱落・
転倒等の有無

10 なし
あり

（落下危険
性 低）

あり
（落下危険

性 高）

15％未満

建築物の構造
耐力上主要な
部分の損傷等

基礎，土台，
柱，はり

15～65％ 65％超

外壁等
外壁仕上材の剥落・腐朽・破損等の有無

最

大

５

０

点

15％未満 15～65％ 65％超

65％超

土台の腐朽又は破損の有無 10％未満 10～30％ 30％超

基礎と土台のずれ なし 部分的 過半

基礎の破損・変形の有無 15％未満 15～65％

柱・はり・筋かい等の腐朽・破損・変形の有無 10％未満 10～30％ 30％超

柱とはりのずれ なし 部分的 過半

1/60以下 1/60～1/20 1/20超

なし
部分的
崩落等

過半の
崩落等

建築物の不同沈下（屋根・基礎等） 100 なし 床全体の沈下

建
築
物

建築物の著しい
傾斜

全体

建築物の崩壊・落階等の有無 100

項目 箇所 判定内容 基礎点

柱の傾斜 100

屋根，外壁等が
脱落，飛散等
するおそれ

屋根葺き材，ひさし又は軒 屋根の腐朽・破損・欠落等の有無 50

最
大
５
０
点

構 造 階 数 階建

Cランク 評点
（基礎点＊
0,0.5,1.0)（×0） （×0.5） （×1.0）

Aランク Bランク

空 家 番 号 整理番号（相談）

※本判定基準(案)は，特定空家等の判断基準を策定する際の参考として示すものです。 所 在 地
　このため，各市町村が要件を付加することを妨げるものではありません。
　各市町村が定める要件を妨げるものではありません。 判 定 年 月 日 判 定 者

判定基準と同等と判断できる場合はそれぞれA・B・Cランクを選択できるものとする。 

・地域住民の生命等に危害を与えるおそれのある状態が確認できる場合はそれぞれCランクを選択できるものとする。 

・個別要因により、同等と判断できる場合には、影響度（低）、（中）、（高）ランクを選択できるものとする。 

・切迫性が高い場合には、影響度の判定結果欄で影響度（低）、（中）、（高）ランクを選択できるものとする。 



和歌山県空家等対策推進協議会　作成

　特定空家等の判定票

造

１　特定空家等の判定
　(1)　そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

（1）

（2）

（3）

（4） 50

（5） 50

（6） 50

（7） 50

（8） 50

（9）

（10） 50

（11） 20

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

＊適宜、塀などとの関係性も確認する

※ 擁壁(15)～(17)についてのみCランクがある場合は,劣化の状況など総合的な評価により判定してください。

離れ（大） 離れ（中） 離れ（小）

敷地境界からの離れ

（1） 隣地境界と建築物（＊）の離れ（最短距離）（Ｌ＝　　　　　　ｍ）
2階建以内 L＞概ね5ｍ 概ね3ｍ≦L≦概ね5ｍ

屋根，外壁等が
脱落，飛散等
するおそれ

屋根葺き材，ひさし又は軒 屋根の腐朽・破損・欠落等の有無 50 15％未満 15～65％ 65％超

設置有 詰まり 設置無

なし

建築物の不同沈下（屋根・基礎等） 100 なし 床全体の沈下

65％超基礎の破損・変形の有無

部分的 過半

最
大
５
０
点

※本判定基準(案)は，特定空家等の判断基準を策定する際の参考として示すものです。 所 在 地

土台の腐朽又は破損の有無

基礎と土台のずれ

柱・はり・筋かい等の腐朽・破損・変形の有無

10％未満 10～30％ 30％超

なし

　このため，各市町村が要件を付加することを妨げるものではありません。 判 定 年 月 日 判 定 者

建
築
物

建築物の著しい
傾斜

全体

建築物の崩壊・落階等の有無 100

15％未満 15～65％

開口部（窓ガラス等）の割れ・破損等の有無

階建

Cランク 評点
（基礎点＊
0,0.5,1.0)（×0） （×0.5） （×1.0）

Aランク Bランク

空 家 番 号 整理番号（相談）

構 造 階 数

項目 箇所 判定内容 基礎点

外壁仕上材の剥落・腐朽・破損等の有無

10％未満 10～30％ 30％超

柱の傾斜 100 1/60以下 1/60～1/20 1/20超

なし
部分的
崩落等

過半の
崩落等

外壁等

部分的 過半

15～65％15％未満 65％超

過半

最

大

５

０

点

損傷限界

水抜き穴の詰まり・設置の有無 10

屋外階段又は
バルコニー

屋外階段・バルコニーの腐朽・破損・脱落等
の有無

10 なし
あり

（落下危険
性 低）

あり
（落下危険

性 高）

看板，給湯
設備，屋上

水槽等

看板・給湯設備・屋上水槽等の破損・脱落・
転倒等の有無

10 なし
あり

（落下危険
性 低）

あり
（落下危険

性 高）

合計（基礎点合計＝510点）

擁
壁

擁壁が老朽化し
危険となる

おそれ
擁壁

擁壁表面への水のしみ出し・流出の有無 10 なし 湿り 流出

門又は塀 門・塀の腐朽・破損・脱落等の有無 10 なし 部分的 過半

ひび割れ等の有無 10 なし 使用限界

建築物の構造
耐力上主要な
部分の損傷等

基礎，土台，
柱，はり

柱とはりのずれ なし 部分的

判定区分

L＜概ね3ｍ

3階建以上 L＞概ね10ｍ

3階建以上 L＞概ね10ｍ 概ね6ｍ≦L≦概ね10ｍ L＜概ね6ｍ

　影響度(高）（中）

影響度（低）

道路側離れ（大） 道路側離れ（中） 道路側離れ（小）

影響度の判定結果

隣地側離れ

隣地側離れ （小）

非該当

　不良度（低）

　不良度（高）

影響度（高） 影響度（高） 影響度（高）

特定空家等の判定

　影響度（高）(中）
判定にＣランクがあるもの※

　その他 非該当

該当

非該当

該当特定空家等の判定結果

　影響度(低）

不良度の判定

不良度の判定結果
　不良度(高）

　不良度（低）

（大） 影響度（低） 影響度（中） 影響度（高）

隣地側離れ （中） 影響度（中） 影響度（中） 影響度（高）

　評定合計値
　100点以上

　100点未満

概ね6ｍ≦L≦概ね10ｍ L＜概ね6ｍ

（2） 公衆用道路と建築物（＊）の離れ（最短距離）（Ｌ＝　　　　　　ｍ）
2階建以内 L＞概ね5ｍ 概ね3ｍ≦L≦概ね5ｍ L＜概ね3ｍ

判定基準と同等と判断できる場合はそれぞれA・B・Cランクを選択できるものとする。 

・個別要因により、同等と判断できる場合には、影響度（低）、（中）、（高）ランクを選択できるものとする。 

・切迫性が高い場合には、影響度の判定結果欄で影響度（低）、（中）、（高）ランクを選択できるものとする。 



和歌山県空家等対策推進協議会　作成

　特定空家等の判定票

造

１　特定空家等の判定
　(1)　そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

（1）

（2）

（3）

（4） 50

（5） 50

（6） 50

（7） 50

（8） 50

（9）

（10） 50

（11） 20

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

＊適宜、塀などとの関係性も確認する

その他

※ 擁壁(15)～(17)についてのみCランクがある場合は,劣化の状況など総合的な評価により判定してください。

空 家 番 号 整理番号（相談）

※本判定基準(案)は，特定空家等の判断基準を策定する際の参考として示すものです。 所 在 地

　このため，各市町村が要件を付加することを妨げるものではありません。 判 定 年 月 日 判 定 者

構 造 階 数 階建

Cランク 評点
（基礎点＊
0,0.5,1.0)（×0） （×0.5） （×1.0）

Aランク Bランク

建
築
物

建築物の著しい
傾斜

全体

建築物の崩壊・落階等の有無 100

項目 箇所 判定内容 基礎点

柱の傾斜 100

屋根，外壁等が
脱落，飛散等
するおそれ

屋根葺き材，ひさし又は軒 屋根の腐朽・破損・欠落等の有無 50

最
大
５
０
点

1/60以下 1/60～1/20 1/20超

なし
部分的
崩落等

過半の
崩落等

建築物の不同沈下（屋根・基礎等） 100 なし 床全体の沈下

15％未満 15～65％

柱・はり・筋かい等の腐朽・破損・変形の有無 10％未満 10～30％ 30％超

柱とはりのずれ なし 部分的 過半

なし

建築物の構造
耐力上主要な
部分の損傷等

基礎，土台，
柱，はり

部分的 過半

外壁等
外壁仕上材の剥落・腐朽・破損等の有無

最

大

５

０

点

なし 部分的 過半

65％超

土台の腐朽又は破損の有無 10％未満 10～30％ 30％超

基礎と土台のずれ なし 部分的 過半

基礎の破損・変形の有無

屋外階段又は
バルコニー

屋外階段・バルコニーの腐朽・破損・脱落等
の有無

10 なし
あり

（落下危険
性 低）

あり
（落下危険

性 高）

開口部（窓ガラス等）の割れ・破損等の有無 なし 部分的 過半

看板，給湯
設備，屋上

水槽等

看板・給湯設備・屋上水槽等の破損・脱落・
転倒等の有無

10 なし
あり

（落下危険
性 低）

あり
（落下危険

性 高）

擁
壁

擁壁が老朽化し
危険となる

おそれ
擁壁

擁壁表面への水のしみ出し・流出の有無 10 なし 湿り 流出

門又は塀 門・塀の腐朽・破損・脱落等の有無 10 なし 部分的 過半

ひび割れ等の有無 10 なし 使用限界 損傷限界

水抜き穴の詰まり・設置の有無 10 設置有 詰まり 設置無

合計（基礎点合計＝510点）

不良度の判定

不良度の判定結果 　評定合計値
　100点以上 　不良度(高）

　100点未満

概ね3ｍ≦L≦概ね5ｍ L＜概ね3ｍ

3階建以上 L＞概ね10ｍ 概ね6ｍ≦L≦概ね10ｍ L＜概ね6ｍ

　不良度（低）

離れ（大） 離れ（中） 離れ（小）

敷地境界からの離れ

（1） 隣地境界と建築物（＊）の離れ（最短距離）（Ｌ＝　　　　　　ｍ）
2階建以内 L＞概ね5ｍ

（2） 公衆用道路と建築物（＊）の離れ（最短距離）（Ｌ＝　　　　　　ｍ）
2階建以内 L＞概ね5ｍ 概ね3ｍ≦L≦概ね5ｍ L＜概ね3ｍ

3階建以上 L＞概ね10ｍ 概ね6ｍ≦L≦概ね10ｍ L＜概ね6ｍ

道路側離れ（大） 道路側離れ（中） 道路側離れ（小）

影響度の判定結果

隣地側離れ （大） 影響度（低） 影響度（中） 影響度（高）

隣地側離れ （中） 影響度（中） 影響度（中） 影響度（高）

隣地側離れ （小） 影響度（高） 影響度（高） 影響度（高）

特定空家等の判定

特定空家等の判定結果 判定区分

　不良度（高）
　影響度(高）（中） 該当

影響度（低）

非該当

　影響度（高）

　影響度(中）

　影響度(中）(高) 非該当

非該当

　不良度（低）

判定にB・Ｃランクがあるもの※ 該当

判定にＣランクがあるもの※ 該当

　影響度(低）

判定基準と同等と判断できる場合はそれぞれA・B・Cランクを選択できるものとする。 

・個別要因により、同等と判断できる場合には、影響度（低）、（中）、（高）ランクを選択できるものとする。 

・切迫性が高い場合には、影響度の判定結果欄で影響度（低）、（中）、（高）ランクを選択できるものとする。 

課題：不良度が軽微かつ影響度が大きい場合は

特定空家等に判定できない(特に屋根、壁材) 

案)
部分的であっても、B
ランク以上の不良度と
する

案)
　影響度が高い場合は、人に危害を与える恐れが
あり、損傷B～Cで該当



和歌山県空家等対策推進協議会　作成

　特定空家等の判定票

造

１　特定空家等の判定
　(1)　そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

（1）

（2）

（3）

（4） 50

（5） 50

（6） 50

（7） 50

（8） 50

（9）

（10） 50

（11） 20

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

＊適宜、塀などとの関係性も確認する

※ 擁壁(15)～(17)についてのみCランクがある場合は,劣化の状況など総合的な評価により判定してください。

空 家 番 号 整理番号（相談）

※本判定基準(案)は，特定空家等の判断基準を策定する際の参考として示すものです。 所 在 地

　このため，各市町村が要件を付加することを妨げるものではありません。 判 定 年 月 日 判 定 者

構 造 階 数 階建

Cランク 評点
（基礎点＊
0,0.5,1.0)（×0） （×0.5） （×1.0）

Aランク Bランク

建
築
物

建築物の著しい
傾斜

全体

建築物の崩壊・落階等の有無 100

項目 箇所 判定内容 基礎点

柱の傾斜 100

屋根，外壁等が
脱落，飛散等
するおそれ

屋根葺き材，ひさし又は軒 屋根の腐朽・破損・欠落等の有無 50

最
大
５
０
点

1/60以下 1/60～1/20 1/20超

なし
部分的
崩落等

過半の
崩落等

建築物の不同沈下（屋根・基礎等） 100 なし 床全体の沈下

15％未満 15～65％

柱・はり・筋かい等の腐朽・破損・変形の有無 10％未満 10～30％ 30％超

柱とはりのずれ なし 部分的 過半

15％未満

建築物の構造
耐力上主要な
部分の損傷等

基礎，土台，
柱，はり

15～65％ 65％超

外壁等
外壁仕上材の剥落・腐朽・破損等の有無

最

大

５

０

点

15％未満 15～65％ 65％超

65％超

土台の腐朽又は破損の有無 10％未満 10～30％ 30％超

基礎と土台のずれ なし 部分的 過半

基礎の破損・変形の有無

屋外階段又は
バルコニー

屋外階段・バルコニーの腐朽・破損・脱落等
の有無

10 なし
あり

（落下危険
性 低）

あり
（落下危険

性 高）

開口部（窓ガラス等）の割れ・破損等の有無 なし 部分的 過半

看板，給湯
設備，屋上

水槽等

看板・給湯設備・屋上水槽等の破損・脱落・
転倒等の有無

10 なし
あり

（落下危険
性 低）

あり
（落下危険

性 高）

擁
壁

擁壁が老朽化し
危険となる

おそれ
擁壁

擁壁表面への水のしみ出し・流出の有無 10 なし 湿り 流出

門又は塀 門・塀の腐朽・破損・脱落等の有無 10 なし 部分的 過半

ひび割れ等の有無 10 なし 使用限界 損傷限界

水抜き穴の詰まり・設置の有無 10 設置有 詰まり 設置無

合計（基礎点合計＝510点）

不良度の判定

不良度の判定結果 　評定合計値
　100点以上 　不良度(高）

　100点未満

概ね3ｍ≦L≦概ね5ｍ L＜概ね3ｍ

3階建以上 L＞概ね10ｍ 概ね6ｍ≦L≦概ね10ｍ L＜概ね6ｍ

　不良度（低）

離れ（大） 離れ（中） 離れ（小）

敷地境界からの離れ

（1） 隣地境界と建築物（＊）の離れ（最短距離）（Ｌ＝　　　　　　ｍ）
2階建以内 L＞概ね5ｍ

（2） 公衆用道路と建築物（＊）の離れ（最短距離）（Ｌ＝　　　　　　ｍ）
2階建以内 L＞概ね5ｍ 概ね3ｍ≦L≦概ね5ｍ L＜概ね3ｍ

3階建以上 L＞概ね10ｍ 概ね6ｍ≦L≦概ね10ｍ L＜概ね6ｍ

道路側離れ（大） 道路側離れ（中） 道路側離れ（小）

影響度の判定結果

隣地側離れ （大） 影響度（低） 影響度（中） 影響度（高）

隣地側離れ （中） 影響度（中） 影響度（中） 影響度（高）

隣地側離れ （小） 影響度（高） 影響度（高） 影響度（高）

特定空家等の判定

特定空家等の判定結果 判定区分

　不良度（高）
　影響度(高）（中） 該当

影響度（低）

非該当

非該当

　不良度（低）
　影響度（高）(中）

判定にB・Ｃランクがあるもの※ 該当

　その他 非該当

　影響度(低）

判定基準と同等と判断できる場合はそれぞれA・B・Cランクを選択できるものとする。 

・個別要因により、同等と判断できる場合には、影響度（低）、（中）、（高）ランクを選択できるものとする。 

・切迫性が高い場合には、影響度の判定結果欄で影響度（低）、（中）、（高）ランクを選択できるものとする。 

課題：不良度が軽微かつ影響度が大きい場合は

特定空家等に判定できない(特に屋根、壁材) 

案)
　影響度が高い場合は、人に危害を与える恐れが
あり、損傷B～Cで該当



■開催概要
○開催日時 令和２年１月17日（金）10:30～15:00
○開催場所 田辺市役所
○部会名称 R1課題検討部会（通称：スクラム部会）
○部会長 印南町 白石企画政策課長
○アドバイザー 南委員、木村委員
○参加市町村 有田川町、広川町、御坊市、印南町、みなべ町、田辺市
（11市町） 白浜町、上富田町、串本町、那智勝浦町、新宮市

○議題 第一部 田辺市空き家対策の実務紹介
第二部 グループディスカッション

〇R1課題検討部会（第２回）の取組 資料③-1

①次年度協議会の取組提案について
②次年度相談会の取組提案について
③国、県、専門家団体への要望等提案について

田辺市空き家対策の実務紹介



①次年度協議会の取組提案について

◆取組提案
・今後も部会を通じて情報共有を図るべき
・空き家予備軍への啓発が必要
・部会を充実させるのであれば協議会を年２回で開催する必要はあるか？

●具体的な意見
（課題検討部会）
・部会開催前に振興局単位で意見集約してはどうか
・相談会に併せ担当者会議やフィールドワークを実施してはどうか
・代執行を行った自治体などの詳細な情報を共有してほしい
・他市町村の使用している資料などを情報共有してほしい
・市町村職員が民法の解釈などを勉強する場が必要
（啓発部会）
・相続先がイメージできるようなもの
・空き家予備軍をターゲットにしたもの
・啓発部会はできるだけ小規模にした方が良いのでは
（協議会）
・協議会本会は市町村意見を出しずらいので部会で情報交換をしたい

◆取組提案
・約半数を市町村単位で開催
・休日にも開催

●具体的な意見
・所有者や相続予定者は町外の人が多い
・固定資産税通知に相談会案内を同封
・固定資産税通知後の6月やお盆に親戚が集まる時期が良いのでは
・休日や夜間開催
・空き家を次世代に残さないための相談会（空き家リサイクル相談会）
・役場開催は今まで相談会の会場が遠い方にきてもらいたい

②次年度相談会の取組提案について



◆取組提案
（国）
・国庫補助事業の跡地要件緩和
・相続財産の市町村帰属制度創設
・財産管理人制度の残金を地方自治体で受け入れできる制度創設
・新築時にリサイクル税徴収制度創設
（県）
・相続先をイメージできるパンフレットの作成
・意見交換会の実施
（専門家団体）
・随時、市町村から直接相談依頼がしたい
・民法の解釈などの勉強会を実施してほしい

●委員の意見
・相談者の本心を引き出すことが重要、人柄が大事
・市町村間の協力やより多くの方から意見を聞くことが重要
・専門家団体を上手に使う
・地元自治会も動かすように工夫が必要

③国、県、専門家団体への要望等提案について



（提案）令和２年度の取組について

①協議会と専門部会取組の流れ
1）課題検討部会の設置
2）対策部会「啓発部会」の設置

1

資料③-2

①協議会と専門部会取組の流れ
令和元年度 令和２年度 令和３年度

協議会本会

専門部会

対策部会

①協議会本会は年１回程度の参集開催とし、次年度の取組等を決めることを主にする。
経過報告のために、一度書面開催

②課題検討部会は、年度毎に引き続き開催。協議会として取り組む事項を提案する

③対策部会は、前年度の提案を受け、次年度に具体的な対策に取り組む。
成果物を作成することを目的とする。単年度開催

書面
にて

書面
にて

（提案）令和２年度の取組について

2



課題検討部会 分科会(市町村数) 地域勉強会(仮)

県・振興局・代表市町村

和歌山・海草(3)
有田(4)

那賀(2)
伊都(4)

日高(7)
西牟婁(3)

東牟婁串本(3)
東牟婁新宮(4)

・フィールドワーク
・意見交換など

・取組内容 次年度協議会の取組提案とスキルアップ
・開催回数 年２回程度 (各年継続開催)
・参加対象 県・振興局・代表市町村 (※分科会は全市町村対象)
・開催方法 ①課題検討部会の前に、分科会を開催し意見を集約

②分科会で出た意見をもとに、地域勉強会(仮)を開催
例)フィールドワーク、事例収集、その他意見交換

1)課題検討部会の設置
（提案）令和２年度の取組について

3

成果物 内容
①パンフレット 現在の所有者、これから所有する予定の方向け
②チラシ 固定資産税等の通知に同封できるもの

・取組内容 全国の様々な事例の中から優良ツールを選出
作成元から提供してもらったデータをもとに、和歌山版として作成

・開催回数 年3回程度 (単年度開催)
・参加対象 建築住宅課、各振興局、代表市町村
・開始時期 ４月～

2) 対策部会 「啓発部会」の設置
（提案）令和２年度の取組について

兵庫県発行パンフ「空き家発生予防の手引き」https://akiya.hyogo-sumai.jp/
参考)

4



（提案）令和２年度の取組について
R2版 和歌山市固定資産税等通知のチラシ

A5サイズ両面印刷
H31版 有田川町固定資産税等通知のチラシ

A4サイズ片面印刷

5

②相談会の開催方針
開催のポイントとスケジュール

（提案）令和２年度の取組について

6



（提案）令和２年度の取組について
②相談会の開催方針

〇開催方針のポイント
一、休日開催を盛り込むことで、利便性を向上させる
二、5月、8月、1月に県内全域で開催
三、８月は空き家対策強化月間とし、積極的な広報活動を実施。
県担当相談会も休日開催を基本とする

四、県下一斉同時開催ではなく、地域毎の有効なタイミングで開催
五、空き家予防を促す等の啓発セミナーも併せて開催する相談会を企画

〇今後のスケジュール
2月 3月 4月 5月

協定団体依頼・調整

会場・日程調整

県広報
手続き

県民の友
5月号配布

【建築住宅課の動き】

【全体の動き】

報告
順次開催

7

②相談会の開催方針(案)
（提案）令和２年度の取組について

市町村から頂いた方針を元に県で調整しています。

8地域で合計44回の開催計画

8

和歌山 那賀 伊都 有田 日高 西牟婁

4月 高野町①

5月
準強化

和歌山県(休) 那賀建設部 伊都建設部 有田建設部 日高建設部 西牟婁建設部(休)

6月 高野町② 串本・古座川

7月 和歌山市 由良町(休)

8月
強化月間

海南市(休)
紀美野町(休)
和歌山県(休)

那賀建設部(休) 橋本市(休)
広川町(休)
有田建設部(休)

日高川町
日高建設部(休)

西牟婁建設部(休)

9月 みなべ町(休)

10月 和歌山市 紀の川市 かつらぎ町 白浜町(休) 那智勝浦町・太地

11月 和歌山県(休)
九度山町(休)
かつらぎ町

有田建設部 印南町(休)

12月

1月
準強化

和歌山市 那賀建設部 伊都建設部 有田建設部 日高建設部 西牟婁建設部(休)

2月 すさみ町

3月 岩出市

開催数 8 5 8 5 7 4 7 44

東牟婁(串本・新宮)

新宮建設部

新宮建設部

串本建設部(休)
　　　　　　　　　　　　　北山村

担当別、赤字は県、(休)は休日開催



③国への要望事項について

（提案）令和２年度の取組について

9

（提案）令和２年度の取組について
③国への要望事項について

除却の際は跡地を地域活性化に使わなければならない

空家対策に係る国の補助制度(例：空き家対策総合支援事業)
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（提案）令和２年度の取組について

③国への要望事項について
空き家の流通が困難な区域での要件緩和による市町村除却事業の支援

・現在の国の補助制度
「除却後の跡地が地域活性化のための計画的利用に供されるもの」
ただし、不良住宅や豪雪地帯等は要件が除外できる

・和歌山県における、要件緩和を求めたい区域

(理由)
既存住宅の再利用や跡地利用は難しく、地域活性化に資する跡地活用施策は実情にそぐわない。

区域 状況

「土砂災害警戒区域」
「土砂災害特別警戒区域」

大雨時等に土砂災害の危険性が高く、土地利用の需要が
少ない状況

「津波災害警戒区域」
「津波災害特別警戒区域」

南海トラフ地震時等に津波災害の危険性が高く、行政機
関等も高台への移転を進めている中で土地利用の需要が少
ない状況

11
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市町村へのお願い

令和元年度中に取り組む内容

・現在、各市町村が使用している資料の収集と情報共有
(R1課題検討部会での意見)

①固定資産税等への同封チラシ等
②空き家法１２条に基づく適正管理依頼文書
③空き家法１４条に基づく助言・指導文書

上記①～③を集め、各市町村にまとめて配布

2月中にとりまとめ、３月中に配布します

ご協力よろしくお願いします。


